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きよた　まんさく

清
田
滿
作

■消防組織体制の確立は
　　　      ～指揮命令を強化  ～

いとう　のりよし

伊
藤
憲
義

■
行
政
改
革
の
取
組
み
は

　
　
　
　
　
　

 

〜
市
民
と
協
働
で
〜

あなたのけんこう
　　　　　　　あなたじしんで

   

質
　

一
市
一
団
の
体
制
を

各
町
の
団
は
理
解
し
た
の

か
。

　

消
防
署
と
消
防
団
の
連

携
は
作
用
し
て
い
る
か
。

 

答　
総
務
部
長

 
 

 

質
　

ふ
る
さ
と
を
応
援
し
た

い
方
々
が
、
自
治
体
に
寄

付
で
き
る
制
度
が
始
ま
っ

た
。

　

市
の
対
応
は
。

 

答　
市
長

　

基
金
設
置
の
条
例
を
９

月
議
会
に
提
案
い
た
し
ま

す
。

　

郷
土
愛
の
育
成
、
自
治

意
識
の
醸じ

ょ
う
せ
い成
な
ど
、
具

体
的
な
検
討
を
し
て
ま
い

り
ま
す
。

○
収
納
課
の
効
果
と
成
果

○
市
有
財
産
を
利
用
し
て
広
告
料
収
入
を
増
や
せ

○
周
辺
部
対
策
を
進
め
よ

 

 

 

質
　

先
ず
は
、
提
唱
す
る
立

場
の
人
間
は
、
何
が
出
来

る
の
か
、
何
を
実
行
す
べ

き
か
の
捉と

ら

え
が
必
要
で
あ

る
。

　

私
は
、前
回
の
質
問
で
、

市
は
提
唱
の
域
か
ら
、
実

践
の
段
階
に
至
る
よ
う
な

意
識
改
革
が
必
要
で
あ
る

と
述
べ
た
が
、
市
民
の
立

場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら

の
こ
と
が
見
ら
れ
な
い
。

　

次
に
、
地
方
自
治
法
の

一
部
改
正
で
は
、助
役
・
収

入
役
制
度
が
廃
止
、
新
た

に
副
市
長
制
度
が
導
入
さ

れ
、条
例
も
整
備
さ
れ
た
。

　

こ
の
法
律
改
正
の
目
的

は
何
な
の
か
を
伺
う
。 

 

答　
市
長

　

行
政
改
革
の
理
念
を
広

く
浸
透
さ
せ
、
市
民
と
協

働
で
行
革
推
進
の
仕
組
み

を
創
る
こ
と
が
、
本
市
の

礎
い
し
ず
えを
築
く
も
の
と
考
え

ま
す
。

　

法
律
改
正
に
つ
い
て
は
、

地
方
分
権
推
進
に
資
す
る

と
と
も
に
、
地
方
公
共
団

体
の
自
主
性
、
自
立
性
を

図
る
た
め
の
も
の
で
、
関

係
条
例
の
整
備
に
つ
い
て

議
決
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

収
入
役
に
つ
い
て
は
、

経
過
措
置
に
よ
り
任
期
満

了
ま
で
、
会
計
事
務
処
理

を
適
正
か
つ
効
率
的
に
執

行
し
、
公
金
を
適
正
に
保

管
・
管
理
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

■
ふ
る
さ
と
納
税
の
取
組
み
は

　
　
　
　

〜
９
月
議
会
に
提
案
し
ま
す
〜

第２回豊後大野市消防操法大会（緒方町）

そ
の
他
の

質　
　

問

　
「
消
防
団
組
織
見
直
し
検
討
委
員
会
」
で
協
議
し
て
い

ま
す
。

　

各
団
に
新
体
制
の
検
討
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

団
も
署
も
、
お
互
い
に
協
議
、
協
力
し
て
災
害
に
対
応

し
て
ま
い
り
ま
す
。

“あけあじ”チャレンジデーで楽しく健康づくり（緒方町）

あなたのけんこう
　　　　　　　あなたじしんで


